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市政だより 交通事故相談日 11厚生国民年金

8月23日(火) 11相談日

…談室 |l 8日10時--15時

| なるべく事故に |市役所市民相談室
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しぶきをあげて
議げるように奪ったよ

水泳教室が 8月1日から5日聞にわたって、 大村地

区水泳連盟 (村島康司会長)の会員の指導のもとに市

民プールで聞かれま した。

乙の教室は、小学校3年生--6年生の泳げない子供

たちが対象で、約80人の子供たちが参加しました。

最初の日 lとは水をこわがっていた子も、 最後の日に

なるとスイスイ泳ぐ子もおり 、 「泳げる よう になった

よJなど歓声がわいていました。

水 泳教室

市民プールで指導
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毎月1日・ 15日発行 発行所/大村市役所 編集/秘書広報課 印刷所/九州凸版株式会社
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国
民
年
金
が
増
額

拠
出
制

9• 
4 
% 

フ
月

分

か

り

こ
の
た
び
国
民
年
金
法
案
が
国

会
を
通
過
し
、
七
月
か
ら
年
金
額

の
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
実
施
に
よ
る

年
金
給
付
が
左
表
の
よ
う
に
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

拠
出
年
金
の
改
正
点

(
拠
出
年
金
と
は
保
険
料
を
納
め

た
人
が
も
ら
え
る
年
金
で
す
)

施

期

一

52.7 

円

分
実

時

単位(拠出制)額金年

一

一日
一日
一
川

一
山

一
川

一
山

時
一日
一
旦

里

山

一
山

一
川

「福祉年金は「

1'--8月分からー」

年金d

拠
出
年
金

の
改
正
と
と

も
に
福
祉
年

金
も
八
月
か

ら
年
金
額
が

引
き
上
げ
ら

れ
ま
し
た。

そ
の
改
記

内
容
は
次
の

と
お
り
で
す

52.8 

年
金
支
払
月
が

万雪之

~ 

更

福
祉
年
金
は、

九
月
期
.
一
月

期
、
五
月
期
に
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の

前
月
ま
で
の
四
カ
月
分
が
支
払
わ

れ
て
い
ま
し
た
が
、

法
律
改
正
に

よ
り
次
の
と
お
り
変
更
に
な
り
ま

し
た
。

※ 

飲
酒
運
転
を
追
放
し
よ
う

飲
ん
だ
ら
乗
ら
な
い

。
支
払
期
日

付
十
二
月
期
は
八
月
分
か
ら
十

一
月
分
ま
で

国
四
月
期
は
十
二
月
分
か
ら
三

月
分
ま
で

同
八
月
期
は
四
月
分
か
ら
七
月

分
ま
で

。
支
払
開
始
日

い
ま
ま
で
は
六
日
支
払
で
し
た

が
今
後
十
一

日
に
変
り
ま
す
。

た
だ
し
、
十
二
月
期
の
支
払
開

始
日
は
、
十

一
月
十
一
日
と
な

り
ま
す
。

な
お
、
五
十
二
年
度
に
限
り

左
表
の
と
お
り
支
払
わ
れ
ま
す

[支払期日( 支払月分 |支払開始日 l
i明 期 1 52fF. 5 JJ ~ 8月|9月6日 i
m 期 I11 9 月 ~11JJ I 11月11日|

棚 I"12JJ ~附月 |
8月期 i53年'4月"""7月|

4月11日

-4

詳
し
い
乙
と
は
市
保
険
年
金
課

に
お
尋
ね
下
さ
い
。

乗
る
な
ら
飲
ま
な
い

8月11日

J
J
一〉

-
a
1
-f
J
z
J
Z
3
-
4
-1
f
'J
'J
3
-t
t
fe
r
-
3
1
う
J

ん

世

帯

主

が

社

会

保

険

そ

の

被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主

γ

~

加

入

者

で

そ

の

世

帯

内

と

h
b
し
び
課
税
さ
れ
る
こ
と
一

γ

に

国

保

の

被

保

険

者

が

に

な

り
ま
す。

~

小

あ

る

場

合

の

国

保

の

世

つ

ま
り
、
納
税
義
務
者
は
、

一

仇

帯

主

は

国
保
の
資
格
が
な
い
世
帯
主
と

川

、

伊

い

世

帯

王

が
社
会
保
険
加
入

者

な

り
ま
す
。

吋

九

で
、
国
保
の
資
格
が
な

い

場

合

乙

の
場
合
の
世
帯
主
は
、
国

V

~
に
、
そ
の
世
帯
内
に
国
保
の
被

保
の
被
保
険
者
で
あ
り
ま
せ
ん

(

い

保
険
者
が
あ
る
と
き
は
(
世
帯
か
ら
保
険
税
算
定
の
対
象
に

は

~

な
り
ま
せ
ん
。

、

汎

κ

か

た
だ
し
、
所
得
の
少
な
い
世

V

ん

…

談

…

す

帯
に
対
し
て
保
険
税
を
軽
減
す

小

~

一

相

…

で

る
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
乙
の
川

v

一

保

一

じ

場
合
に
は
世
帯
主
の
所
得
も
合

川

?

…

国

…

存

算
し
て
軽
減
の
対
象
に
な
る
か

一

代

f
:
h

ご

な
ら
な
い
か
が
判
定
さ
れ
ま
す

ヤ

ト

V

⑧
菌
保
の
加
入
者
で

、
家
族
の
い

全
部
ま
た
は
一
部
が
社
会
保
険

め

(

主
が
社
会
保
険
加
入
者
で
、
妻

に
加
入
し
た
ら
、
す
ぐ
両
方
の

~

が
自
営
業
で
、
あ
る
程
度
の
収

い

入
が
あ
る
場
合
は、

要
は
社
会

保
険
証
を
持
参
し
届
け
出
を

し

~

川
保
険
の
被
扶
養
者
か
ら
除
外
さ

て
く
だ
さ
い
。

ν

へ
れ
、
国
保
に
加
入
す
る
こ
と
こ

い

ー
④
社
会
保
険
の
被
扶
養
者
認
定

J

A

な
り
ま
す
)
直
接
世
帯
員
で
あ

に
あ
た
っ
て
は、

年
間
収
入
七

n

九

る
被
保
険
者
に
課
税
す
る
乙
と

内

V

は
適
当
で
な
い
の
で
、
国
保
の

十

万

円
以
内
が
一
応
の
基
準
と

〈

れ

被
保
険
者
で
な
い
世
帯
主
を
、

な
っ
て

い
ま
す
。

~

p
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※ 

下

水

道

伸

ば

す

ジラ

S月10日全国下水道促進デー

“下水道で快適な

生活環境づく

郷

下
水
道
は
、
私

た
ち
の
生
活
や
環

境
を
守
る
た
め
に

重
要
な
施
設
で
す

そ
し
て
、
川
や

海
の
水
質
を
よ
く

す
る
た
め
に
も
っ

と
も
有
効
な
手
段

と
し
て
、

建
設
な

ら
び
に
整
備
が
急

が
れ
て
い
ま
す
。

市
で
は、

四
十

九
年
度
よ
り
下
水

道
事
業
に
着
手
し

汚
水
管
き
ょ
及
び

都
市
下
水
路
の
工

土

育

つ

事
を
施
行
し
て
き
ま
し
た
が
、
本

年
度
よ
り
い
よ
い
よ
汚
水
管
き
ょ

で
集
め
た
家
庭
か
ら
の
汚
水
や
工

場
廃
水
な
ど
を
処
理
し
、
き
れ
い

な
水
に
も
ど
す
、
公
共
下
水
道
の

基
幹
的
施
設
で
あ
る
終
末
処
理
場

(
大
村
浄
水
管
理
セ
ン
タ
ー
)
の

建
設
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た。又、

汚
水
管
き
ょ
の
工
事
に
お

い
て
も
新
た
に
推
進
工
法
と
い
う

マ
ン
ホ
ー
ル
箇
所
を
除
き
道
路
を

掘
削
せ
ず
に
管
を
埋
設
す
る
工
事

も
始
ま
り
、
五
十
五
年
度

一
部
供

用
開
始
を
目
標
に
事
業
を
進
め
て

い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
下
水
道
も

一
朝

一
夕
に
は
つ
く
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。長

い
年
月
と
、
巨
額
の
費
用
を

必
要
と
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の

乙
と
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
理
解
と 夢

協
力
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

下
水
道
の
整
備
を
進
め
、

一
日

も
早
く
、
く
み
取
り
便
所
を
水
洗

便
所
に
な
お
し
、
ド
ブ
川
を
き
れ

い
な
川
に
し
て
、

水
質
公
害
の
な

い
『
豊
か
で
住
み
よ
い
大
村
市
』

を
つ
く
り
た
い
も
の
で
す
。

九
月
十
日
を
中
心
に

一
週
間
は

『
全
国
下
水
道
促
進
デ

l
』
と
し

て、

全
国
的
に
下
水
道
に
対
す
る

認
識
を
深
め
、
下
水
道
の
整
備
促

進
を
図
る
、
国
民
的
な
運
動
期
間

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

み
ん
な
の
力
で
、
下
水
道
の
意

義
を
よ
り
一

層
広
く
理
解
し
あ
い

私
た
ち
の
町
に
も
下
水
道
を
一
日

も
早
く
完
成
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

※
※
下
水
道
が

で
き
る
と
※
※

-
す
べ
て
の
家
庭
に
水
洗
ト
イ
レ

が
つ
く
ら
れ
ま
す

。
カ
や
ハ

エ
が
い
な
く
な
り
、
い

や
な
臭
い
も
な
く
な
り
ま
す

-
大
雨
で
も
浸
水
が
な
く
な
り
ま

す
。
台
風
や
集
中
豪
雨
で
も
、
大
量

の
雨
水
を
す
み
や
か
に
流
し
て

し
ま
う
た
め
、
水
は
け
が
よ
く

な
り
浸
水
の
心
配
が
な
く
な
り

ま
す

-
川
や
海
が
き
れ
い
に
な
り
ま
す

。
今
ま
で
川
や
海
に
直
接
流
れ
て

い
た
家
庭
や
工
場
の
汚
氷
を
、

一
箇
所
に
集
め
処
理
(
き
れ
い

に
)
す
る
た
め
、
よ
ご
れ
が
な

く
な
り
ま
す

み

な

て

ん

き

れ

市

民

大

清

市
民
憲
章
推
進
協
議
会
と
市
衛

生
組
織
連
合
会
で
は
、
八
月
二
十

一
日
l
二
十
八
日
を
「
環
境
美
化

週
間
」
と
定
め
市
内
の
美
化
運
動

を
実
施
し
ま
す
。

特
に
八
月
二
十
一

日
は

「市
民

大
清
掃
デ

l
」

と

し

て

市
民
総

ぐ
る
み
の
大
清
掃
を
展
開
し
ま
す

の
で
、
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

-
中
央
会
場
で
は

ム
午
前
七
時
市
役
所
前
集
合

ム
表
彰
、
開
始
宣
言
の
あ
と
、

-
街
が
き
れ
い
に
な
り
ま
す

@
き
た
な
い
ド
ブ
や
ミ
ゾ
が
管
き

ょ
(
下
水
道
管
)
に
生
ま
れ
か

わ
り
、
道
路
下
に
埋
設
さ
れ
ま

す
の
で
き
れ
い
な
街
づ
く
り
が

で
き
ま
す

い

な

町

を

掃

デ
8 

月

21 

日

二
班
に
分
れ
て
清
掃
を
行
う

ム
A
班
旧
円
融
寺
庭
園

B
斑

玖

島

城

跡

-
町
内
会
で
は

ム
町
内
の
道
路
、
史
跡
、
公
園

公
民
館
な
ど
の
清
掃
を
実
施

し
て
く
だ
さ
い

-
午
前
七
時
サ
イ
レ
ン

サ
イ
レ
ン
を
合
図
に
清
掃
を
開

始
し
て
く
だ
さ
い
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金

女寄

記

三喜A

H父

市政だより

市
は
、
金
婚
式
を
迎
え
ら
れ
た

夫
婦
を
祝
福
し、

長
年
円
満
な
家

庭
生
活
を
築
か
れ
社
会
の
た
め
に

貢
献
さ
れ
た
労
を
ね
ぎ
ら
う
た
め

記
念
品
を
さ
し
あ
げ
ま
す

次
の
要
件
に
該
当
す
る
人
は
金

婚
記
念
該
当
申
立
書
に
戸
籍
謄
本

を
添
え
て
福
祉
課
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い

対
象
要
件

本
市
に
一
年
以
上
居
住
し
九
月

十
五
日
現
在
で
婚
姻

(
戸
籍
に
記

原

爆

被

爆

者

三ト
H!J、

当

者

記

念

品

を

贈

呈

載
さ
れ
た
日
)
し
た
日
か
ら
満
五

十
年
を
迎
え
ら
れ
た
夫
婦

(婚
姻
年
月
日
が
大
正
十
五
年

九
月
十
六
日
か
ら
昭
和
二
年
九
月

十
五
日
ま
で
〉

申
立
書
提
出
期
限

八
月
三
十
一
日

申
立
書
は
福
祉
課
ま
た
は
出
張

所
に
あ
り
ま
す

※
記
念
品
の
贈
呈
に
つ

い
て
は
後

日
該
当
者
に
通
知
し
ま
す

の

各

種

手

当

カi

改

正

原
爆
被
爆
者
に
対
す
る
各
種
手

当
が
、
八
月
一
日
か
ら
下
表
の
と

お
り
変
り
ま
し
た
。

※ 

詳
し
く
は
、

福
祉
課
社
会
係

へ

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

退職金の準備は「

L一中退金制度で

町、司

令内の当手

飲
酒
運
転
を
追
放
し
よ
う

飲
ん
だ
ら
乗
ら
な
い

中
小
企
業
退
職
金
制
度
は、

国

が
中
小
企
業
対
策
の
一
環
と
し
て

中
小
企
業
に
働
く
従
業
員
の
老
後

の
安
定
お
よ
び
中
小
企
業
振
興
の

た
め
、
国
の
援
助
で
共
済
方
式
に

よ
り
大
企
業
な
み
の
魅
力
あ
る
退

職
金
が
支
給
で
き
る
よ
う
に
と
い

う
趣
旨
か
ら
、
昭
和
三
十
四
年
に

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
に
も
と

づ
き
設
け
ら
れ
た
制
度
で
す
。

【
制
度
の
特
色
】

同認定を受けた病気が治った人の場
合支給されます

l厚生大臣の認定を受けた疾病問 い 1

lて、 現在病院など附いて治療を受 l

lけている人に支給されます

15，000 
13，500) 

17，000 
15，500) 

15，000 
13，500) 

|手 当 の 種 類 [支給金額 ( 支 給 対 象 者 1 

月額 川 O円 |厚生大臣の認定を受けた病気や け i
!C現行 27，000円)1~，' 1-，'Y::k. _ -=-- ~-~':- ~ =-l.~ ^ -f-(，A ~ -1... ~ 
一一 |がが続いている人の場合支給されま l

rlj 手 当直 !~， QQQ，す13，500) I 

!月額
i(現行

|月額
IC現行

|医 療 手 当 |月額I ~ )Jj'l." -:r .::::1 IC現行

月額川O
|(現行 J5，500) 

|健康管理手当 !月額 15・000 ;被爆者で厚生省の定める障害を伴う疾
l"lEE1>K S .Ior.-:r.::::1(現行 13，500) 病にかかっている人に支給されます

I R17o T7 t:nn 原爆落下の際、爆心地から 2kmの区 i

l保 健手当 |(籍 上部 吉野開更し た人とその当時、 l

月…額引U…2部削8，00叩0 鰭即人M一を
(現行 2加6，00叩0)
| る人
月額 21.000 

(現行 19，500) 
介護 手 当 1

|月額 14，00Q. 
(現行 13，000) 

月額 5，500 i家族など的護してもら っている場 !
I(現行 5，000) I合 1 

62，000 [ -'，m HZ~ =i;< .J.."，= ，~ 1 J._ >8 A 

乗
る
な
ら
飲
ま
な
い

①
掛
金
は
全
額
免
税
で
す

②
退
職
金
額
に
国
庫
補
助
金
が

つ

き
ま
す

③
掛
金
の
半
額
を
県
市
で
補
助
し

ま
す
(
但
し
掛
金
限
度
月
額
二

千
円
)

①
従
業
員
の
た
め
の
福
利
厚
生
施

設
の
建
設
資
金
の
融
資
が
低
利

で
受
け
ら
れ
ま
す

【
制
度
の
利
点
】

∞
月
々
わ
ず
か
な
掛
金
で、

将
来

多
額
の
退
職
金
が
用
意
で
き
ま

す
②
国
の
制
度
で
す
か
ら
安
全
で
確

実
で
す

【
加
入
で
き
る
企
業
】

下 売以常
) 業下時

( 雇

サ卸 用
i 売 の
ビ 業 従
ス百業
業人 員
五以 が
十下 三
人、 百
以小人

〔
加
入
で
き
る
従
業
員
〕

原
則
と
し
て
全
員
を
加
入
さ
せ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す

し
か
し
期
間
を
定
め
て
雇
用
し

て
い
る
人
ゃ
、
臨
時
に
雇
用
さ
れ

て
い
る
人
な
ど
は
加
入
さ
せ
な
く

て
も
よ
い
乙
と
に
な
っ
て
い
ま
す

※
事
業
主

・
役
員
は
加
入
で
き
ま

せ
ん
が
、
兼
務
役
員
は
加
入
で

き
ま
す

【
毎
月
の
掛
金
】

掛
金
は
八
百
円
か
ら
一
万
円
ま

で
十
九
種
類
あ
り
、
そ
の
中
か
ら

決
め
て
い
た
だ
い
て
、
毎
月
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す

{
加
入
の
手
続
〕

祭

事
業
団
所
定
の
申
込
書
と
申
込

金
を
添
え
て、

近
く
の
金
融
機
関

へ
申
し
込
み
ま
す

※
詳
し
く
は
市
商
工
観
光
課

・
商

工
会
議
所
へ

|葬

乗
る
人
に
は
飲
ま
せ
な
い
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一農業者年金に加入を- ※ 

下

水

道

ツ

乙
の
年
金
は、

農
業
者
の
た
め

の
年
金
で
す
。

ブ経営移譲年金給付額ア

備
え

て

月額 28，4 4 2円 に

農
業
者
年
金
は
、
老
後
生
活
の

安
定
と
経
営
の
若
返
り
、
経
営
規

模
の
拡
大
及
び
優
秀
な
経
営
担
当

者
の
確
保
と
い
う
点
に
あ
り
、
国

民
年
金
の
給
付
と
相
ま

っ
て
老
後

保
障
の
機
能
を
果
し
う
る
よ
う
に

仕
組
ま
れ
て
い
る
の
が
特
性
で
す

農
業
者
年
金
は、

物
価
に
ス
ラ

イ
ド
し
ま
す
の
で
現
在
支
給
さ
れ

て
い
る
経
営
移
譲
年
金
の
額
は
五

年
間
保
険
料
を
納
め
た
場
合
、
現

行
の
月
額
二
万
六
千
円
か
ら
七
月

以
降
は
月
額
二
万
八
千
四
百
四
十

二
円

(
九
・

四
労
ア

ッ
プ
)
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
し
た。

農
業
者
年
金
の
加
入
に
は
年
齢

的
制
約
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
対

象
者
で
未
加
入
の
人
は
速
や
か
に

加
入
の
手
続
き
を
し
て
下
さ
い
。

詳
し
い

乙
と
は
農
協
か
農
業
委

員
会

へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。

。
本
年
度
中
に
加
入
し
な
け
れ
ば

資
格
を
失
・
つ
人

~

食
品
商
品
部
品
百
禽

禽

~

い

農

家

の

花

嫁

(婿
)
の

相

談

は

い

…

各

地

区

農

協

支

所

長

さ

ん

ま

た

は

…

A

農

業

委

員

さ

ん

へ

ど

う

ぞ

~

理
目
ひ

司・4
・

E

，

四

''a'

の

都

市

づ

大
正
九
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和

十

一
年

一
月

一
日
生
れ
の
人

。
加
入
資
格

三
十
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
耕
作

者

り

。
現
在
の
掛
金

(
月
額
)

二
千
四
百
五
十
円
、
後
継
者
千

七
百
五
十
円

(
二
十
才
以
上
三

十
五
才
未
満
)

み
か
ん
園
の
保
護
の
た
め

防

風

林

み
か
ん
園
を
保
護
す
る
目
的
で

防
風
用
樹
木
と
し
て
植
付
け
た
杉

.
桧
な
ど
が
管
理
不
足
に
よ
っ
て

数
メ
ー
ト
ル
に
生
長
し
て
い
た
り

横
枝
が
張
り
出
し
、
逆
に
防
風
林

に
よ
る
被
害

(日
照
不
足
や
風
通

し
が
悪
い
た
め
の
害
)
が
あ
っ
て

い
る
園
も
見
う
け
ら
れ
ま
す。

ま
た
、
隣
接
所
有
者
の
農
地
に

も
支
障
を
来
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
る
よ
う
で
す
。

防
風
林
は
一
定
の
高
さ

(
み
か

ん
の
高
さ
よ
り
や
や
高
め
)
で
切

り
落
し
、
横
枝
に
つ
い
て
は
風
通

の

管

理

を

し
が
良
く
出
来
る
よ
う
に
切
り
詰

め
て
み
か
ん
や
そ
の
ほ
か
の
農
作

物
に
幣
害
の
な
い
よ
う
に
手
入
れ

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
隣
接
所
有
者
の
農
地
に

迷
惑
を
か
け
な
い
た
め
に
も
よ
く

話
し
合
い
を
し
て
‘

了
解
の
上
で

実
行
組
合
や
部
落
で
防
風
林
の
管

理
を
徹
底
し、

農
地
か
ら
の
収
益

を
は
か
り
ま
し
ょ
う
。

※
手
入
れ
の
詳
細
に

つ
い
て
は
各

営
農
技
術
員
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ

(農
業
委
員
会
)

農
地
に
支
障
あ
る

草
木
な
ど
の
陰
ぎ
り
を

雑
木
な
ど
が
繁
茂
し
て
農
地
に

陰
を
さ
し
、
こ
の
た
め
に
悪
い
影

響
を
及
ぼ
し、

折
角
の
土
地
に
労

働
お
よ
び
資
本
を
按
じ
肥
培
管
理

お

願

(
大
村
地
区
)

工
事
施
工
者

西
日
本
通
信
建
設
K
K

工
事
事
務
所

今
津
町
三
七
三

E
五
i
八
八
九
五

責

任

者

白

井

隆

(
竹
松
地
区
)

工
事
施
工
者

西
部
電
気
工
業
K
K

工
事
事
務
所

宮
小
路
二
丁
目

一
三
O
八

血
五
l
二
五

O
ニ

責
任
者

田

中

幸
司

@
工
事
企
画
者

日
本
電
信
電
話
公
社
長
崎
電

気
通
信
部
土
木
課

大
村
電
報
電
話
局
線
路
宅
内

課
臨
三

l
四
二

O
五

(諌
早
)
旭
三
l
六
九
二
八

監

督

坂

田
信
義

電
話
地
下
線
工
事
に

つ
い
て

皆
様
方
の
ご
協
力
で
最
近
電

話
は
、
各
家
庭
ま
で
か
な
り
普

及
し
て
き
ま
し
た
が
、
ま
だ、

電
話
架
設
を
要
望
さ
れ
る
人
が

多
数
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
ご
要
望
に
添
う
た
め
に

は
現
在
の
設
備
で
は
不
足
す
る

の
で
今
回
地
下
電
話
線
を
増
設

す
る
た
め
工
事
を
行
い
ま
す
。

乙
の
工
事
は
道
路
を
掘
り
起

し

マ
ン
ホ
ー
ル
と
管
を
埋
設
し

ま
す
の
で
、
工
事
中
は
通
行、

騒
音
な
ど
皆
様
方
に
大
変
ど
迷

惑
を
お
か
け
す
る
か
と
存
じ
ま

す。
何
卒
ど
理
解
の
上
、
ど
協
力

下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。な

お
、
工
事
施
工
者
な
ど
は

次
の
と
お
り
で
す
か
ら
、
何
か

ご
さ
い
ま
し
た
ら
お
問
い
合
せ

下
さ
い。

を
行
っ

て
作
物
を
栽
培
し
て
も
、

減
収
の
素
因
と
な
っ
て
い
る
向
き

も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
隣
接
地
に
雑
木
な
ど
が

繁
茂
し
て
支
障
の
あ
る
場
合
は、

慣
習
が
あ
る
と
き
は
そ
の
慣
習
に

従
い
、
そ
う
で
な
い
と
き
は
所
有

者
と
の
話
し
合
い
に
よ
り
了
解
を

得
た
上
で
、
部
落
な
ど
で
陰
切
り

を
行
い
、
農
地
か
ら
の
収
益
を
あ

げ
ま
し
ょ
う
。

(農
業
委
員
会
)
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注
射
と
検
診

-
こ
ん
に
ち
は

保
健
婦
で
す

九
月
の
健
康
相
談
室
の
日
程
は

下
表
の
と
お
り
で
す

妊
娠
中
の
人
、
お
子
さ
ん
の
こ

と
で
相
談
が
あ
る
人
、
血
圧
が
気

に
な
る
人
な
ど
ご
利
用
下
さ
い

| 内 容

月日 19:00-11:001 13:00-16:0o 1 

9月5日(月)1妊婦相談 |一般健康相談 1

9月 7日(水)1乳幼児相談 |妊婦教室 [

9月14日(水)し -------------------1妊婦教室 i
9月19日(月)1妊婦相談 |一般健康相談 1

1 9 月 21 日(水~I 乳幼児時| 妊婦教室 [

園
妊
婦
教
室

赤
ち
ゃ
ん
は
お
母
さ
ん
の
お
乳

日|診療科目 |病(医)院名 |所在地1電話 |

|酬畑中村医院春日町2
4外 科訟尾外科赫町243311

眼 科岩崎眼科西本町2-3435

外 科 渡 辺 医 院 ー の 郷5-8546

松井医院久原

18整形外科 貞 松 整 形 東 本 町3-4808 
産婦人科 後藤医院松並2-6015 

|内科 2-3070 
25 

外科・内 科 原医院宮小路5-8427 

9月の日曜当番医

※ 

を
待
っ
て
い
ま
す

妊
娠
中
か
ら
お
乳
の
手
入
れ
を

し
て
お
き
ま
し
ょ
う

場

所

市

役

所
健
康
相
談
室

時
間
午
後
一

時
か
ら

妊婦
| 内

|。U て 母 親 と 叫 得
。妊娠中の保健(乳房のマッサージの実習〉
。映画、生命の創造グ

|。妊娠中の栄養のとり方(貧血食の実習)
。安産のために(補助動作、妊婦体操の実習)

|。産開健
。育児(赤ちゃんの入浴のさせ方の実習〉
。映画、スキンシップグ

I :乳幼児の環境と性格
。家庭の幸せのために(家族計画)

"'" 4ゴ・

官
百
一程日r.::. 

~、

ニ%;.教
月日

9月7B 
L第1回〉

9月14日
〈第2回)

9月21日
(第3回)

午前9時~午後 6:時

圏

3
歳
児
健
康
診
査

対
象
昭
和
四
十
九
年
二
月
生
れ

の
人
を
対
象
と
し
ま
す
が
、
昭
和

田
十
八
年
八
月
か
ら
四
十
九
年
一

月
生
れ
で
、
ま
だ
健
康
診
査
を
受

け
て
い
な
い
幼
児
も
受
診
し
て
下

さ
い

日
時

診療時間

八
月
二
十
五
日
(
木
)

飲
酒
運
転
を
追
放
し
よ
う

飲
ん
だ
ら
乗
ら
な
い

午
前
九
時
三
十
分

l
十
時
三
十

分

午

後

一

時

t
二
時
三
十
分

(受
付
)

場
所
市
役
所
第
一
会
議
室

料

金

無

料

※
母
子
健
康
手
帳
を
必
ず
ど
持
参

下
さ
い

な
お
、
現
在
、
は
し
か
、
水
ぼ

う
そ
う
な
ど
病
気
に
か
か
っ
て
い

る
お
子
さ
ん
は
、
次
回
に
お
受
け

下
さ
い
(
毎
月
第
四
木
曜
日
)

講

習

ぷ』
2玄

圏
第
河
田

家
庭
教
育
映
画
会

9月28日
(第4回〉

映
画

「
子
ど
も
に
読
書
の
喜
び
を
」

す
べ
て
の
母
親
が
子
ど
も
に
良

い
本
を
読
ま
せ
た
い
と
願
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
が
出
来
ず
に
い
る
の

が
現
状
で
す
。

こ
の
映
画
は
、
子
ど
も
に
良
い

本
を
読
ま
せ
た
い
と
願
う
母
親
達

の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
措
き
な
が

ら
、
家
庭
や
地
域
で
子
ど
も
に
読

書
の
喜
び
を
与
え
て
行
く
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
を
考
え
ま
す
。

日
時
八
月
三
十
一
日
間
(
水
)
午

前
十
時
か
ら

働
く
婦
人
を
対
象
に
午
後
七

時
三
十
分
か
ら

乗
る
な
ら
飲
ま
な
い

申場
込所

中
央
公
民
館

電
話
で
中
央
公
民
館

へ

皿
②
!
四
三
二
一

圃
少
年
歴
史
ク
ラ
ブ

郷
土
の
歴
史
を
知
り
、
郷
土
を

愛
す
る
心
を
養
い
、
そ
れ
を
日
常

生
活
に
生
か
し
て
い
く
よ
う
に
す

る
た
め
聞
き
ま
す

内
容
方
法

O
郷
土
の
歴
史

O

郷
土
の
考
古
学

O
郷
土
の
史

跡

O
昔
し
の
く
ら
し

講
義
や
現
地
見
学
、
年
表
地
図

な
ど
の
作
成
を
行
う

対
象
小
学
六
年
、
中
学
一
・
ニ

年
(
男
女
と
も
)

期

間

八

月

1
五
十
三
年
三
月

開
講
式
八
月
二
十
六
日
(
金
)

午
前
九
時
市
立
図
書
館

約
二
十
時
間

五
十
人

時
間

募
集
人
員

参

加

料

無

料

申
込
期
間
八
月
二
十
二
日

申
込
市
社
会
教
育
課
へ

旭

@
l四
一
一
一

国
日
本
料
理
教
室

日
本
特
有
の
料
理
の
中
で
本
格

的
な
料
理
と
さ
れ
て
い
る
「
会
席

料
理
の
知
識
と
作
り
方
」
に
つ

い

て
学
習
す
る
日
本
料
理
教
室
を
開

設
し
ま
す

日
時
九
月
六
日

i
十
一
月
十
五

日
毎
週
火
曜
日
午
後
一
時

1
四
時
(
十
回
)

場
所
中
央
公
民
館

対

象

婦

人

定
員
三
十
人
(
申
込
順
と
す
る
)

受
講
料
無
料
(
材
料
代
は
実
費
)

講

師

山

内

正

先

生

申
込
受
講
希
望
者
は
、
ハ
ガ
キ

に
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、

職
業
を
書
い
て
申
込
ん
で
下
さ

電
話
で
も
受
付
け
ま
す

申

込

先

〒

8
5
6久
原
郷

一

中
央
公
民
館
也
②
!
四
三
二
一

も

よ

お

し

闘
納
涼
市
民
盆
踊
り

大

会

大
村
市
観
光
協
会
で
は
、
恒
例

の
納
涼
市
民
盆
踊
り
大
会
を
次
の

と
お
り
開
催
し
ま
す
の
で
、
多
数

ご
参
加
下
さ
い

日
時
八
月
二
十
日
(
土
)

午
後
七
時

1
九
時

場

所

市

民

会
館
駐
車
場

な
お
、

雨
天
の
時
は
八
月
二
十

一
日
に
順
延

乗
る
人
に
は
飲
ま
せ
な
い
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※ 

ま

ち

づ

募

集

圃
老
人
作
品
展
の
作
品

開
催
期
日九

月
十
三
日

l
十
七
日

展
示
会
場
福
祉
セ
ン
タ
ー

募
集
作
品

老
人
(
六
十
議
以
上
)
の
多
年

に
わ
た
る
趣
味
、
経
験
を
生
か
し

た
創
作
品
(
手
芸
品
、
工
芸
品
、

書
、
絵
画
、
盆
栽
)
一
人
一
点
に

限
る

出
品
申
込
と
搬
入

市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
へ
八
月

二
十
日
ま
で
に
申
込
み

九
月
八
日
と
九
月
十
二
日
午
前

中
に
撮
入

出
品
点
数
百
二
十
点
で
締
切

-
市
奨
学
生

資
格
。
大
村
市
民
ま
た
は
そ
の

子
女
で
高
校
に
在
学
中
の
人

。
品
行
方
正
、
学
業
成
績
優
秀
か

つ
身
体
強
健
な
人

。
経
済
的
理
由
で
学
資
の
支
弁
が

困
難
と
認
め
ら
れ
る
人

貸
与
月
額
四
千
円

但
し
、
昭
和
五
十
二
年
十
月
分

か
ら
貸
付
け
ま
す

募
集
期
間九

月
一
日
?
十
月
八
日

く

り

明

る

手
続
。
出
願
書
類
は
市
教
育
委

員
会
に
あ
り
ま
す

。
出
願
書
類
は
各
高
等
学
校
長
を

経
由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い

※
詳
し
く
は
市
教
育
委
員
会
庶
務

課
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い

掴
自
衛
官
(
各
種
)

航
空
学
生

資
格
高
卒
(
見
込
)
⑪
二
十

歳
未
満
の
男
子

募
集
期
間九

月
二
十
六
日
ま
で

一
般
曹
候
補
学
生

資
格
高
卒
(
見
込
)
の
二
十

歳
未
満
の
男
子

募
集
期
間
九
月
三
十
日
ま
で

ニ
等
陸
・
海
・
空
士

資
格
十
八
歳
以
上
二
十
五
歳

未
満
の
男
子

募
集
期
間
常
時

願
書
は
市
民
課
及
び
募
集
事
務

所
(
大
村
部
隊
内
)
に
あ
り
ま
す

く
わ
し
い
乙
と
は
市
民
課
ま
た
は

募
集
事
務
所
へ
お
た
ず
ね
下
さ
い

圃
防
衛
庁
初
級
職
員

八
事
務
系
・
技
術
系
)

受
付
期
間九

月
五
日

t
九
月
十
四
日

受
験
資
格
昭
和
二
十
九
年
四
月

二
日
か
ら
昭
昭
三
十
五
年
四
月

一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

い

暮

し

高
校
卒
業
程
度
の
学
力
を
有
す

る
人

職
種
一
般
事
務
、
電
気
、

機
械

土
木
、
建
築

試
験
日
十
月
九
日

試
験
地
福
岡
市
、
佐
世
保
市、

調
熊
本
市
、
鹿
匡
市

受
験
案
内
請
求
先
福
岡
防
衛
施

設
局
総
務
部
総
務
課
〒
八
一

二
福
両
市
博
多
区
博
多
駅
東

一一
l
十

|

七

皿

(
O九
二
)

四
七
二
i
二
三
二
一

。
返
信
用
封
筒
(
あ
て
先
明
記
六

十
円
切
手
貼
付
)
同
封

@
乙
の
試
験
は
事
務
系
、
技
術
系

の
職
員
を
採
用
す
る
も
の
で
、

自
衛
官
の
採
用
は
別
に
行
っ
て

い
ま
す

国
入
国
警
備
官

入
国
警
備
官
は
全
国
各
地
の
入

国
管
理
事
務
所
、
同
出
張
所
、
入

国
者
収
容
所
な
ど
に
お
い
て
次
の

よ
う
な
業
務
に
従
事
し
ま
す
。

。
不
法
入
国
者
や
在
留
外
国
人
の

法
令
違
反
事
件
な
ど
に
つ
い
て

の
悟
報
の
収
集
、
調
書
の
作
成

な
と

。
入
国
審
査
官
が
発
行
す
る
収
容

令
書
や
退
去
強
制
令
書
に
よ
る

容
疑
者
の
捜
査
、
逮
捕
、
護
送

な
ど

。
入
国
者
収
容
所
に
お
け
る
被
収 下

水

道
容
者
の
監
視
、
施
設
の
警
備
な

戸」

受
験
資
格
昭
和
二
十
九
年
四
月

二
日
か
ら
昭
和
三
十
五
年
四
月

一
日
ま
で
に
生
れ
た
男
子

高
校
卒
業
程
度

願
書
受
付
八
月
二
十
六
日

I
九

月
八
日

願
書
請
求
先
人
事
院
九
州
事
務

局
第
一
次
試
験
十
月
二
十
三
日

※
問
合
せ
は
人
事
院
九
州
事
務
局

一T
八

一二
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅

東
二
i
十

一

一

也

(
O九
二
)

四
三
一

l
七
七
三
三

ス
ポ
ー
ツ

国
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

市
内
総
合
選
手
権
大
会

日
時
八
月
二
十
八
日
(
日
)

午
前
九
時

I
午
後
五
時

場
所
市
民
体
育
館

種
目
一
般
男
・
女
単
・

複

三
十
歳
以
上
男
複
の
み

四
十
歳
以
上
男
複
の
み

教
職
員
男
・
女
複
の
み

家
庭
婦
人
複
の
み

高
校
男
・
女
単
・
複

中
学
男

・
女
単
・

複

(
高
・

中
と
も
学
年
別
な
し
)

申
込
八
月
二
十
五
日

(
木
)
ま

で
に
参
加
料
を
添
え
て
、
左
記

あ
て
申
し
込
む
こ
と

市
内
玖
島
郷
二
十
五

市
役
所
内

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
会

中
島
泰
二
宛

参
加
料
中
学
生
、
一
人
一
種
目

三
百
円
、
そ
の
他
は
一
人
一
種

目
五
百
円

園
少
年
柔
・
剣
道
大
会

少
年
の
健
全
育
成
を
目
的
と
し

て
、
柔
道
・
剣
道
大
会
を
開
催
し

ま
す皆

様
の
ど
声
援
を
お
願
い
し
ま

す日
時

場
所

八
月
二
十
一
日

午
前
九
時
か
ら

柔
道
市
武
道
館

剣
道
市
民
体
育
館

大
村
市
防
犯
協
会

主
催

圏
第

7
図
体
力
づ
く
り

市
民
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

七
月
十
七
日
(
日
)
、
新
た
な
チ

ー
ム
編
成
で
実
施
し
ま
し
た
が
高

校
生
が
運
動
試
合
や
テ
ニ
ス
の
た

め
編
成
に
ど
迷
惑
を
か
け
ま
し
た

来
年
度
も
実
施
し
ま
す
の
で
各
町

内
や
地
区
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
入

れ
て
お
い
て
下
さ
い
。

試
合
結
果
(
女
子
)

優
勝
鬼
橋
チ
l
ム
(
竹
松
)

二
位
北
川
内
チ
l
ム
(
萱
瀬
)

三
位
植
松
チ
l
ム
(
西
大
村
)

※
チ

i
ム
編
成
な
ど
に
つ
い
て
は

市
政
だ
よ
り
七
月
一
日
号
を
ご
ら

ん
下
さ
い
。

公

'::f= 

ヲ己

園
電
話
加
入
権
を
公
売

県
税
滞
納
の
た
め
差
押
え
た
電

話
加
入
権
を
次
の
と
お
り
公
売
し

ま
す買

受
希
望
者
は
定
刻
ま
で
に
、

印
鑑
と
買
受
代
金
を
持
っ
て
ど
参

集
下
さ
い

日
時
八
月
十
八
日

午
前
十
時
三
十
分

場
所
市
役
所

第
四
会
議
室

公
売
方
法
一
般
競
争
入
札

代
金
納
付
期
限

八
月
十
八
日
十
一
時
十
分

公
売
物
件

大
村
局

国
ー
七

O
一
一
番

同
l
七
三
九
O
番

目
|
八
八
二
五
番

※
詳
し
く
は
諌
早
県
税
事
務
所
へ
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融

資

圃
雇
用
促
進
融
資
金
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

雇
用
促
進
融
資
と
は
、
公
共
職

業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
た
数
以
上
の
労
働
者
を
雇
い

入
れ
る
事
業
主
、
ま
た
は
事
業
主

の
団
体
に
労
働
者
住
宅
及
び
諸
施

設
な
ど
の
設
置
、
ま
た
は
整
備
の

た
め
の
資
金
を
長
期
、

低
利
に
融

…
(
社
会
福
祉
事
業
費
へ
金
一
封
)

一
マ
四
の
郷
二
六
の
井
上
ツ
ル
さ

一
ん
は
、
亡
夫
馬
次
郎
さ
ん
の
忌

一
明
に

-
マ
岩
松
郷
七
九
の
松
尾
菊
次
さ

一
ん
は
、
亡
母
ハ
ス
さ
ん
の
忌
明

f』

一
マ
原
口
町
一
一
八

O
の
岡
崎
ミ

一
カ
さ
ん
は
、

亡
夫
潮
吉
さ
ん
の

-
忌
明
に

一
マ
伊
勢
町
四
八
一
の
富
安
忠
夫

さ
ん
は
、
亡
母
ヒ
デ
さ
ん
の
忌

一
明
に

一
マ
五
の
郷
一

二
二

O
の
山
口
兼

一
次
さ
ん
は
、

亡
母
セ
ツ
さ
ん
の

資
し
て
労
働
者
の
雇
用
の
促
進
と

企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
を

図
る
と
と
も
に
、
乙
れ
に
よ
っ
て

労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
し

よ
う
と
す
る
制
度
で
す

受
付
期
間

昭
和
五
十
三
年
一
月
三
十
一
日

ま
で
(
貸
付
枠
に
達
し
次
第
締

め
切
り
ま
す
)

貸
付
対
象
施
設

@
労
働
者
住
宅

な
と

@
福
祉
施
設

社
宅
・

寄
宿
舎

休
養
室
・
浴
場

・

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

忌
明

に

一

マ
宮
小
路
一
丁
目
二
七
二
の
二

の
高
辻
一
郎
さ
ん
は
、
亡
祖
母

一

ヤ
ス
さ
ん
の
忌
明
に

マ
玖
島
郷
三
五
の
佐
藤
義
正
さ
一

ん
は
、
亡
母
イ
子
さ
ん
の
忌
明
…

ζ

-

マ
武
部
郷
柴
田

一
O
四
六
の
永

一

井
靖
二
さ
ん
は
、
拾
得
金
の
還

一

付

金

を

一

マ
匿
名
氏
さ
ん
は
、
息
子
さ
ん
一

の
給
料
の
一
部
を

一

マ
本
町
二
丁
目
三
二
五
の
赤
水
…

清
春
さ
ん
は
、
交
通
遺
児
の
た
一

め
に
商
品
無
人
販
売
売
上
金
を

食
堂
・
託
児
所
・
売
屈
な
ど

@
職
業
訓
練
施
設
職
業
訓
練
の

た
め
の
教
室

・
機
械
な
ど

@
通
年
雇
用
設
備
ス
チ
ー
ム
ク

リ
l
ナ
・
被
服
乾
燥
機
な
ど

@
身
体
障
害
者
作
業
施
設
作
業

場
及
び
機
械

@
心
身
障
害
者
多
数
雇
用
事
業
所

施

設

作

業
施
設

・
管
理
施

設
福
祉
施
設
な
ど

融
資
率

標
準
価
格
に
基
づ
い
て
算
出
さ

れ
、
中
小
企
業
主
九

O
労
以
内

ま
た
は
八

O
%
以
内

そ
の
外
の
場
合
は
七
O
M
m以
内

ま
た
は
八
O
Mm
以
内

利
率中

小
企
業

年
七
・

五
Mm

大
企
業

年
八
・

O
Mm

償
還
期
間

五

t
三
十
年
以
内
(
貸
付
対
象

施
設
の
内
容
に
よ
る
)

申
込
先

取
扱
金
融
機
関
(
銀
行
・

相
互
銀
行
・
信
用
金
庫
)

間

合

先

県
雇
用
保
険
課
ま
た
は

大
村
公
共
職
業
安
定
所

(
血
②
l
一一

一
O
一
)

そ

の

他

圃
簡
易
保
険
法

一
部
改
正

「簡
易
保
険
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
」
が
国
会
に
お
い
て

可
決
成
立
し
ま
し
た
。

九
月
一
日
か
ら
実
施
し
ま
す

改
正
事
項

一、

保
険
金
最
高
制
限
額
の
引

上
げ

。
被
保
険
者

一
人
に
つ
き
一
千

万
円
ま
で
加
入
で
き
ま
す

。
財
形
保
険
は
、
払
込
み
保
険

料
総
額
が
被
保
険
者

一
人
に
つ

き
、
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契

約
の
非
課
税
限
度
額
五
百
万
円

ま
で
別
ワ
ク
で
加
入
で
き
ま
す

二
、
定
期
保
険

(
保
障
性
の
も

の
で
掛
金
が
安
い
)
に
疾
病
傷

害
特
約
が
付
加
で
き
ま
す

※
く
わ
し
く
は
大
村
郵
便
局
へ
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い

圃
個
人
事
業
税

(
1期
分
)
の
納
期
限
は

8
月
別
日
で
す

お
忘
れ
な
く
期
限
内
に
納
め
て

下
さ
い
。

尚
、
口
座
振
替
納
税
の
制
度
が

あ
り
ま
す
の
で
、
銀
行
な
ど
の
預

金
口
座
か
ら
.
振
替
納
税
を
希
望

さ
れ
る
人
は
、
県
税
事
務
所
の
係

へ
お
問
い
合
せ
願
い
ま
す

諌
早
県
税
事
務
所
納
税
係

血
諌
早
②
l
O
一
七
六

圃
交
通
事
故
巡
回
相
談

八
月
二
十
三
日
(
火
)

午
前
十
時

t
午
後
三
時

場

所

市

役
所
市
民
相
談
室

(
な
る
べ
く
事
故
に
関
係
の
あ
る

書
類
を
ど
持
参
下
さ
い
。
)

日
時

回
大
村
史
話
の

増
刊
で
き
る

O
一
組
(
上
・
中
・
下
三
巻、

箱

入
)
や
各
巻
別
冊
い
ず
れ
で
も

実
費
に
て
頒
布
い
た
し
ま
す

O
申
込
み
は
電
話
で
も

ハ
ガ
キ
で

も
結
構
で
す

O
申
込
先

武
部
郷
三
二
三
一

市
立
史
料
館
内大

村
史
談
会

E
三
|
一
九
七
九

国
通
行
止
め

市
は
、
公
共
下
水
道
の
工
事
の

た
め
、
次
の
と
お
り
車
両
の
通
行

を
制
限
し
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
、
特
に
周
辺
住

民
の
皆
さ
ん
に
は
、

大
変
ど
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
よ
ろ
し
く

ど
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

事本
町
汚
水
幹
線
推
進
式
布
設
工

場
所

八
幡
町
通
り

(伊
勢
町
公

園

t
八
幡
神
社
)

期

間

九

月

一日

l
五
十
三
年
二

月
末
日
ま
で

制
限

片
側
通
行
止

東
三
城
(
電
々
公
社
付
近
)
汚
一

水

管

布

設

工

事

一

制期場
限間所

大
村
電
報
電
話
局
付
近

十
一
月
二
十
四
日
ま
で

全
面
通
行
止

一
東
本
町
汚
水
管
布
設
工
事

場

所

小

川
金
物
庖
l
相
撲
商
居

期

間

八

月
下
旬
l
十

一
月
末
日

ま
で
(
予
定
)

制

限

全

面
通
行
止

一
大
入
町
(
市
民
会
館
付
近
)
汚
一

一

水

管

布

設

工

事

一

場
所

市
民
会
館
付
近

期
間
九
月
一
日

l
十
一
月
末
日

一
月
中
旬

l
三
月
中
旬

制

限

全

面
通
行
止
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